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消費生活センター

中途失聴者・難聴者協会
「聴覚障害者日曜教室」
　中途失聴者・難聴者がどのように仕
事に関わったり、生活を送ったりして
いるかを講演します。
日時／11月13日（日）　午前10時30
分　※受け付けは午前９時30分から。
場所／あさひ市民センター１階
参加費／無料　※申し込み不要。
NPO法人千葉県中途失聴者・難聴者
協会（FAX047-432-8039、 ccnk39
@kzd.biglobe.ne.jp）

赤十字防災ボランティア
市民のための登録説明会
日時・内容／10月30日（日）　●午前
９時30分～11時：ボランティア登録・
加入説明会　●正午～午後４時30分：
救急法の基礎講習会（心肺蘇生法）
場所／あさひ市民センター第１研修室
費用／午前：無料　午後：赤十字関係
者750円、一般1,500円　※資料代。
定員／20人
千葉県赤十字防災ボランティア旭

地区代表：向後（☎57-4842）

浄化槽は１年に１回以上の清掃が
法律で義務付けられています
　合併・単独浄化槽の清掃（汚泥引き
抜き）を行わないと、悪臭や河川など
の汚染の原因になります。
　東総衛生組合の許可を受けた業者に
依頼して、適切に清掃してください。
【清掃許可業者】

東総衛生組合（☎62-0794）、環境課
環境美化班（☎62-5329）

見舞金の請求を忘れていませんか
交通災害共済
　千葉県市町村交通災害共済の加入者
が、交通事故でけがなどをした場合
に、見舞金を請求できる期間は、けが
が治った日、または事故により死亡し
た日や身体障害となった日から２年間
です。この期間を過ぎると請求できな
くなります。
　見舞金の請求には、原則として、自
動車安全運転センターが発行する交通
事故証明書が必要です。交通事故に
遭ったら、必ず警察に事故の届け出を
しましょう。
見舞金の請求に必要なもの／交通事故
証明書（原本）、指定の診断書、印鑑な
ど
交通災害共済に加入しませんか
　交通災害共済の加入募集は毎年８月
に行っていますが、申し込みは随時受
け付けています。
　共済期間は、受付日の翌日から令和
５年８月31日までです。
市民生活課市民生活支援班（☎62-

5396）

　宗教の訪問勧誘や「金運上昇・宝くじ高額当選！」とい
う広告をきっかけに、高額なアクセサリーや祈

き

祷
とう

サービ
スの契約を求められたという相談が発生しています。

【事例】
◦一人暮らしの母の家に宗教の信者が勧誘に訪れ「入会
すれば幸せになる。入会しないと不幸になる」と言わ
れた。怖くなった母が入会の契約書にサインしてしま
い、数珠などを購入させられ、祈祷料として毎月２万
円を請求されていた。
◦開運ブレスレットを申し込んだら、商品と一緒に護摩
木が届き、指示書に従って名前を書いて返送した。「護
摩木を火に入れたら、黒い煙が出たので、祈祷や供養
が必要だ。30万円かかる」と言われ、支払いを断った
ところ強い口調で供養をするよう指示され怖くなっ
た。その後、契約書と数珠などが送られてきたため、
仕方なく代金を振り込んだ。解約したいが、届いた契
約書を確認したらクーリング・オフ期間内でも損害賠
償を求める記載があり不安だ。
アドバイス
◦お金を支払ったからといって、運気が上昇することは
ありません。
◦霊感商法は、消費者やその家族が被害に気付きにくい

ということも問題です。自分一人では対応せずに、家
族や消費生活センターに相談しましょう。
◦電話勧誘や訪問販売に該当する場合は、クーリング・
オフにより契約を解除できる可能性があります。
◦訪問販売などで拒否しても引き下がらない場合や脅迫
された場合は、最寄りの警察署や警察庁の警察相談専
用電話「#9110」に相談しましょう。
旭市消費生活センター（☎63-7272）・相談直通電話
（☎62-8019）

「幸運」が訪れるどころか「不幸」を招くことも！？ 霊感商法に注意

事業者 電話番号

㈱トーソーエンバイテック 0479-
72-4231

㈱加藤設備 63-8277
㈱旭住宅 63-8150

㈱五十嵐商会海匝営業所 0479-
84-1119

㈲光クリーンセンター 0479-
84-2244

旭衛生センター㈱ 63-9551
㈲いしげ水質管理センター 63-2282

㈲銚子浄化槽管理センター 0479-
73-3840

㈲ユート・アメニティ 0479-
84-3270
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